
 地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施
する。 
  なお、この案件は、京都府物品・役務等電子調達システム（以下「電子調達システム」と
いう｡）による電子入札対象案件である。 
 
 令和８年５月２７日 
                       京都府山城広域振興局長 古澤 明 
１ 入札に付する事項 
（１）業務の名称 

京都府田辺総合庁舎設備保守点検業務 
（２）業務の仕様 

仕様書のとおり  
（３）契約期間 

契約締結日から令和１１年６月３０日（土）まで 
（４）業務を行う場所 

京都府田辺総合庁舎（京都府京田辺市田辺明田１） 
 

２ 契約条項を示す場所等 
（１）契約条項を示す場所及び契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地等 

〒610－0331 京都府京田辺市田辺明田１ 
京都府山城広域振興局地域連携・振興部田辺地域総務防災課 
電話番号（0774）62－0173 

（２）入札に関する事務を担当する組織の名称、所在地等 
〒602－8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 
京都府総務部入札課   
電話番号 （075）414－5429 

 
３  仕様書の入手方法 
（１）原則として、５の（１）の期間に、電子調達システムの案件情報からダウンロードす

ること。 
（２）やむを得ず窓口配布を希望する場合は、５の（１）の期間に、２の（２）の場所へ問

い合わせの上、入手すること。（同期間の正午から午後１時までの間を除く。） 
 
４ 入札に参加する者の資格に関する事項   
  入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。 
（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者である

こと。 
（２）令和７・８・９年度「物品又は役務の調達に係る競争入札参加資格者名簿」の次の 
  全ての業務種目に登録され、競争入札参加者の資格を得ている者であること。 
   ア 大分類「ビル管理等」－小分類「空調設備保守点検」 

イ 大分類「ビル管理等」－小分類「貯水槽清掃・点検」 
（３）５で定める一般競争入札参加資格確認申請書（以下「確認申請書」という。）の提出

期間の最終日から開札日までの期間において、京都府の指名停止がなされていない者で
あること。 

（４）京都府山城広域振興局管内又は京都市域に本社又は契約締結権限を有する営業所を 
置く者であること。 

（５）国、地方公共団体、特殊法人、認可法人、独立行政法人、国立大学法人、地方公社、 
地方独立行政法人又は公立大学法人と直接締結した契約において、令和６年度以降に 
設備保守点検業務を履行した実績を有する者であること。 

（６）建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録制度に係る建築物飲料水貯水槽
清掃業の登録基準に定める貯水槽清掃作業監督者を有する者であること。 

 
５ 入札参加資格の確認手続 
  入札に参加を希望する者は、確認申請書及び一般競争入札参加資格確認資料（以下「申
請書等」という。）を次のとおり提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 

  なお、この案件は、原則として電子調達システムによって、入札参加の資格確認申請及
び入札を行う案件である。電子調達システムによりがたい者は、（３）のイにより承諾を
得て例外的に書面により提出することができる。 

  また、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、これに応じなけ
ればならない。 



 
 
（１）提出期間 

入札公告日から令和８年６月２日（火）まで 
（日曜日及び土曜日を除く午前８時30分から午後５時15分まで） 

（２）提出書類 
ア 確認申請書 
イ 一般競争入札参加資格確認資料 
（ア） 同種業務実績調書 
  ※電子調達システムの納入実績欄に実績を入力すること。 

４の（５）に掲げる資格があることが判断できる同種業務の実績を、少なくと 
も１件記載すること。なお、契約保証金の免除を希望する場合は、国、地方公 共
団体（独立行政法人等は除く。）に対する納入実績を複数件記載すること。 

（イ）（ア）に記載した同種業務の実績に係る契約書の写し及び同種業務の内容が判 
明できる仕様書等の写しを提出すること。 

  （ウ）貯水槽清掃作業監督者であることが判断できる建築物環境衛生管理技術者免状の
写し又は貯水槽清掃作業監督者講習会終了証書の写しを提出すること。 

（３）提出方法 
ア 電子調達システムにより入札に参加する者（以下「電子入札者」という。）は、
（１）の期間内に電子調達システムにより申請書等を提出すること。なお、確認申請
書については、電子調達システムにおいて参加する意思の表明（当該案件の「案件に
参加する」をクリック）をもって提出したものとする。 

  また、（２）のイの（イ）及び（ウ）については、確認申請書提出後に６の質問
受付と同様の方法で、電子調達システムにより提出すること。 

イ 電子調達システムによりがたい場合で、京都府物品・役務等電子調達運用基準第19
条の規定により書面による入札等の承諾を得た者（以下「紙入札者」という。）は、
申請書等を１部、２の（２）の場所に持参すること。なお、郵送での提出は認めな
い。 

（４）入札参加資格の確認通知 
入札参加資格を確認した後、一般競争入札参加資格確認結果通知書により通知する。 

（５）その他 
ア 申請書等の作成に要する費用は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。 
イ 提出書類はＡ４判で作成し、１部提出すること。 
ウ 提出された書類は、この入札以外の目的に使用することはない。 
エ 虚偽の記載をした者は、この入札への参加を認めないとともに、府の指名停止措置
を行うことがある。 

 
６ 質問の受付・回答 

仕様書、契約書（案）及びその他添付書類（以下「仕様書等」という。）に関する質問
については、次のとおり受け付ける。 

（１）質問方法 
ア 電子調達システムにより提出すること。 
イ 紙入札者は、以下の点に留意の上、２の（２）の場所へ書面により提出することが
できる。 

（ア）件名は「京都府田辺総合庁舎設備保守点検業務に関する質問」とすること。 
（イ）質問者の会社名、部署名、役職、氏名、電話番号を記載すること。 

（２）受付期限 
令和８年６月２日（火）午後５時１５分まで 

（３）回答 
令和８年６月１１日（木）までに電子調達システムにより回答する。なお、紙入札者

には、ファクシミリ等により回答する。 
 
７ 入札手続等 
（１）入札期間及び開札の日時等 

ア 入札期間 
令和８年６月１６日（火）午前８時３０分から午後５時１５分まで及び令和８年６

月１７日（水）午前８時３０分から午後３時まで 
イ 持参による場合の入札書の提出期間、提出先等 
（ア）提出期間 

（１）のアに同じ（正午から午後１時までを除く。） 



（イ）提出先 
〒602－8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 
 京都府総務部入札課長 

ウ 開札日時 
令和８年６月１７日（水）午後３時１５分 

（２）入札の方法 
ア 電子入札者は、（１）のアの期間内に電子調達システムにより入札書を提出するこ
と。 

イ 紙入札者は、（１）のイの（ア）の期間及び（イ）の提出先に、入札書を持参によ
り提出すること。なお、郵送での提出は認めない。 
（ア）入札書には、入札者の氏名又は名称若しくは商号、代理人が入札書を提出する

場合には代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記載して、押印（外国
人の署名を含む。以下同じ。）しなければならない。 

（イ）入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、封筒の表に氏名又は名称若しくは商号及
び「京都府田辺総合庁舎設備保守点検業務入札書在中」と記載し、封筒の開口部
を封印すること。 

（ウ）入札書を代理人名で提出するときは、委任状を同封すること。 
（エ）再度入札における入札書は、入札書とともに提出するものとし、入札書とは別

の封筒に入れ、「京都府田辺総合庁舎設備保守点検業務再入札書在中」と記載す
るとともに、（イ）と同様に封印等の処理をするものとする。なお、紙入札者が
再入札書を提出しなかったときは、再度入札を辞退したものとみなす。 

ウ  資格確認の結果、資格を有すると認められたものが１名の場合には、入札を中止す
ることがある。 

エ  入札回数は、２回までとする。 
（３）入札書に記載する金額 

入札金額については、「京都府田辺総合庁舎設備保守点検業務」に係る総額を記載す
ること。 
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相

当する金額を加算した金額（１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）
をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ
るか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金
額を入札書に記載すること。 

（４）入札者は、いったん入札書を電子調達システムにより提出し、又は持参により提出し
た後は、開札の前後を問わず、書換え、引換え、変更、取消し又は撤回をすることがで
きない。 

（５）入札者が連合し、又は不穏な行動をする等の場合において、競争入札を公正に執行す
ることができない状態にあると認められるときは、この入札を延期し、又はこれを取り
やめることがある。 

（６）入札者は、仕様書等を熟知の上、入札しなければならない。なお、入札後、仕様書等
についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 

（７）入札の辞退 
入札に参加することができない事情がある場合には、入札書を提出するまで（紙入札

者にあっては、（１）のイの（イ）の場所に提出するまでをいう。）は入札を辞退する
ことができる。 
この場合、電子入札者は、電子調達システムへの入札辞退届の登録を行うこととし、

紙入札者は、入札を辞退する旨を記載した入札辞退届を（１）のイの（イ）の提出先へ
提出することとする。 
なお、正当な理由なく入札を辞退した場合は、府の指名停止措置を行うことがある。 

（８）入札の無効 
次のいずれかに該当する場合は、入札を無効とする。なお、無効な入札をした者は、

再度の入札に加わることはできない。 
ア  ４に掲げる競争入札に参加する者に必要な資格のない者の行った入札 
イ  申請書等を提出しなかった者の行った入札 
ウ  申請書等に虚偽の記載をした者の行った入札 
エ 同じ入札に２以上の入札（他人の代理人としての入札及び他人のＩＤ又はパスワー
ドを使用しての入札を含む。）をした者の行った入札 

オ 電子調達システムの使用に当たり、他人のＩＤ又はパスワードを不正に取得し、名
義人になりすまして入札に参加した者の行った入札 

カ その他不正の目的を持って電子調達システムを使用した者の行った入札 
キ 入札に関し、不正の利益を得るための連合その他の不正行為を行った者又はその疑



いのある者の行った入札 
ク 入札参加確認後、指名停止措置を受けて開札時点において指名停止期間中である者
等、開札時点において入札に参加する資格のない者の行った入札 

ケ 金額を訂正した入札書又は金額を特定することができない入札書で入札を行った者
の行った入札 

コ 氏名、印鑑又は重要な文字が誤脱又は不明瞭のため、入札参加者又は対象案件を特
定することができない入札書（封筒を含む。）で入札を行った者の行った入札 

（９）落札者の決定方法 
ア  京都府会計規則（昭和52年京都府規則第６号。以下「規則」という｡）第145条の規
定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行っ
た入札者を落札者とする。 
落札となるべき価格の入札をした者が２人以上あるときは、電子調達システムによ

る電子くじにより、落札者を決定するものとする。 
落札者が落札決定後、契約を締結するまでに指名停止措置に該当する行為を行った

ときは、当該落札決定を取り消すことがある。 
イ  落札者が決定通知のあった日から７日以内に契約を締結しないときは、落札者は当
該契約の相手方となる資格を失うものとする。 

（10）再度入札 
ア 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の入札がなく、落札者がない場合は、再度入
札を行うものとし、開札後、速やかにその旨を電子調達システムにより（紙入札者に
あってはファクシミリによる。）通知する。 

イ 再度入札における入札書提出期限及び開札日時は、再入札通知書により、再度入札
の参加者に通知する。なお、当初入札において不着、辞退又は無効となった者は、再
度入札に参加することができない。 

ウ 再度入札参加者は（２）から（７）までの方法により再度入札を行うものとする。 
エ 再度入札において、当初入札時の最低の入札価格を超える価格で入札した者は、失
格とする。 

 
８  契約の手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 
 
９  入札保証金 

免除する。   
 
10  違約金 

 落札者が契約を締結しないときは、落札金額の100分の５相当額の違約金を徴収する。 
 
11  契約保証金 

落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を、契約締結と同時に納入しな
ければならない。ただし、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関（以下「銀行
等」という。）が振り出し、若しくは支払保証をした小切手又は銀行等の保証をもって契
約保証金の納付に代えることができ、規則第159条第２項各号のいずれかに該当する場合
は、免除する。 

 
12  契約書の作成の要否 

要 
 
13 契約の解除予約及び損害賠償請求  

京都府は、談合等不正行為が行われた場合、契約者に対し契約解除及び損害賠償の請求
をすることができる。 

 
14 支払条件 

契約の履行の完了を確認した後、契約代金を支払うものとする。 
 
15  その他   
（１）前各項に定めるもののほか、規則の定めるところによる。 
（２）京都府ホームページに掲載されている「京都府物品・役務等電子調達運用基準」を遵

守すること。 
（３）システム障害、天災が原因の停電等により電子調達システムによる入札等の処理がで

きない場合は、入札等の延期、書面による入札への移行等の措置を講じるものとし、こ



の場合、電話、ファクシミリ等により必要な事項を連絡するものとする。 


